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はじめに 

 牛サルモネラ症は、様々な血清型のサルモネ

ラの感染により、発熱、流産、下痢及び敗血症

等の症状を呈する疾病である。届出伝染病に指

定されているのは、Salmonella Typhimurium（以

下 ST）、S. Dublin（以下 SD）及び S. Enteritidis

によるものである。1990年代以降、乳用牛の高

泌乳化に伴い、特に搾乳牛での発生が増加して

いる 1）,2）。北海道においては、直近の 10 年間

で令和 4年度に STによる発生が 139戸 347頭

と最多となっている 3）、4）。STのような下痢を主

徴とするサルモネラは、発症牛の糞便中に多量

に排菌されて環境を汚染するほか、無症状保菌

牛による排菌や、ストレス等による治療牛の再

発が起こり得るため、特に導入頻度の高い大規

模農場やフリーバーン形態の農場では、農場へ

の侵入リスクが高く、また対策が長期化しやす

い。 

栃木県での過去の発生事例において、サルモ

ネラ清浄化対策では、迅速な病性鑑定及び全頭

検査によって感染牛を早期に把握すること、下

痢を呈している牛の移動を控えること、農場内

の清掃・消毒を徹底すること等が重要であると

考えられている 5）、6）。一方で、感染牛の発見が

遅れて農場の広範に汚染が広がってしまった

場合や、大規模農場での発生では、従来の対策

では清浄化が難しいと考えられており、検査体

制を含めた対策の見直しが求められていた。 

今回、サルモネラ清浄化対策を整理し、新た

な体制のもとで清浄化対策を実施したところ、

良好な結果が得られたのでその概要を報告す

る。 

清浄化対策 

従来、家畜保健衛生所（以下家保）で行って

いたサルモネラ清浄化対策の問題点は大きく 2

つあった。1 点目は、対策を行っていても再発

生を繰り返し、清浄化が進展しないと、対策が

長期化するとともに農場の負担が増大し、対策

意欲の維持が課題になっていた。2 点目は、飼

養牛の糞便を主体に検査を実施しており、この

場合は複数回の全頭検査を行う必要があった。

このため、複数農場での発生が重なった場合や、

大規模農場での発生があると、家保の検査量が

膨大になり、対応が困難になっていた。 

 今回、これらの問題を解決するために、サル

モネラ清浄化対策を整理し、以下に示す清浄化

対策を実施した。 

 

１ 農場全体の汚染状況の確認 

 サルモネラ発生時には、家保が農場に立入り、

拭き取り法による環境検査を実施するととも

に、農場の飼養規模に応じて飼養牛の全頭検査

または発症牛の抽出検査を行った。細菌学的検

査では、環境拭き取り材料について緩衝ペプト

ン水による前増菌培養を実施し、糞便及び前増

菌培養後の環境拭き取り材料を、ハーナテトラ

チオン酸塩基礎培地により増菌培養後、DHL 寒
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天培地にて分離培養し、分離菌は定法により、

同定及び血清型別を行った。なお、病性鑑定で

分離された ST については、薬剤感受性試験を

行い、有効薬剤を用いて治療を行うよう農場及

び管理獣医師に指導した。 

また、農場立入時には、従来の対策に準じて、

農場内の汚染拡大防止のため、畜舎ごとの長靴

交換、踏込消毒槽のこまめな交換や作業順の変

更を指導し、農場外への感染拡大防止のため、

衛生管理区域の出入口や農場内への石灰散布

（図 1）、出荷牛の出荷前検査などの内容を指導

した。加えて、農場説明用リーフレットを用い

て、農場主、管理獣医師及び関係団体とともに

対策の流れや注意点を確認した（図 2）。 

 

図 1 牛舎（牛床）への石灰散布 

 

     

図 2 農場説明用リーフレット 

 

２ 清浄化ステージ分類 

 サルモネラ清浄化対策を整理し、大きく 3つ

のステージに分類した（図 3）。従来の清浄化対

策では、清浄化対策の目的や清浄化までの流れ

が分かりにくく、農場の対策への理解が進みに

くかったため、今回、ステージごとに重点的に

実施すべき対策を明示することで、農場の対策

への理解増進と、対策意欲の維持を図った。ま

た、従来の全頭検査中心の検査体制に代わり、

検査負担の軽減のため、環境検査主体の体制を

構築した。 

（１）ステージ① 発生継続期 

農場内で新規感染牛が発生し、発症牛の排菌

が続いている状態を発生継続期と定義した。農

場での新規発症を抑えるために、牛への対策を

重点的に実施した。また、この段階では、農場

図 3 清浄化ステージ分類 
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内の状況確認のために、発症牛の抽出検査及び

環境検査を定期的に行った。主な指導内容とし

ては、飼養牛全頭へのサルモネラワクチン接種、

生菌剤の飼料添加及び増量について、農場主及

び管理獣医師と協議の上で方針を決定した。ま

た、発症牛の把握、隔離及び治療のため、下痢

や発熱の症状を呈した牛の糞便検査を実施し

た。感染が確認された牛については、有効薬剤

を用いて早期治療を実施するよう指導した。 

（２）ステージ② 環境汚染期 

農場内で新規発症牛が認められず、環境検査

では菌が検出される状態を環境汚染期と定義

した。環境中の菌を減らしていくために、環境

への対策を重点的に実施した。また、月 1回程

度の環境検査を行い、農場内で下痢や流産等の

サルモネラ症を疑う症状を呈した牛について

は、新規発症牛でないことを確認するために糞

便検査を実施した。主な指導内容としては、農

場内の清掃、洗浄、消毒について、特に飼槽・

水槽など、牛の口が届く範囲を重点的に行うよ

う指導した（図 4）。農場での清掃及び消毒が難

しい場合には、実施方法について打合せを行い、

実施可能な内容を検討したほか、家保及び関係

団体で一斉清掃・消毒を実施した。 

  

図 4 洗浄後の飼槽及び水槽 

 

（３）ステージ③ 清浄化準備期 

牛及び環境検査いずれにおいても菌が検出

されない状態を清浄化準備期と定義した。清浄

化を達成するために、清浄性確認検査として環

境検査及び全頭検査を行った。農場内の清掃、

洗浄、消毒等の対策は、清浄化を確認するまで

継続するよう指導した。全頭検査で、陽性牛が

認められた場合は治療し、翌月に再検査を行っ

て陰性を確認した。環境検査で 2回以上の陰性

を確認した上で、全頭検査の結果、排菌牛が認

められない農場について、清浄化達成と判断し

た。 

 

清浄化対策事例 

令和 5年度に、大規模やフリーバーンの農場

を含む管内 5農場で、STによる牛サルモネラ症

が発生したため、今回新たに構築した清浄化対

策を行った（表 1）。 

 

 

 

清浄化対策実施後、令和 6年 2月現在のステ

ージは、B農場は②の環境汚染期、D農場は③の

清浄化準備期にあたり、A、C、E の 3 農場が清

浄化を達成した。 

このうち、新体制での清浄化対策を最初に行

った農場である A農場について、事例を紹介す

る。 

（１）農場概要 

A農場は搾乳牛 110頭、育成牛 25頭、子牛 15

頭の計 150 頭を飼養する酪農場で、3 棟ある牛

舎の形態は全てフリーバーンであった。なお、

表 1 対策実施農場 
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育成舎のみが道路を挟んで反対側に位置して

いた。 

（２）発生経過 

令和 4年 11月 27日に 1頭が発熱及び血便を

呈し、同年 12 月 5 日までに同様の症状が同群

12頭に拡大したため、管理獣医師が家保に病性

鑑定を依頼した。翌 6日に家保及び管理獣医師

が農場に立入り、発症牛及び同居牛 16 頭の血

液及び糞便を採取して検査に供したところ、16

頭中 7 頭の糞便から ST が検出された。結果を

受けて同月 8日に家保が農場に再立入りし、注

意事項等について説明を行うとともに、浸潤状

況検査のため、農場全体から環境材料として 18

検体を拭き取り法により採取し、発生牛群以外

の牛群や育成舎及び子牛舎の健康牛について

糞便検査を実施した。 

 

（３）浸潤状況検査結果 

浸潤状況検査の結果、糞便材料では育成牛を

除く 6検体で、環境材料では育成舎を除く 8検

体で STが分離された（図 4）。 

 

図 4 A農場 浸潤状況検査結果 

 

 検査結果から、農場全体が広く汚染されてい

ると考えられたため、管理獣医師及び農場側と

打合せを行った。まず、飼養牛全頭へのワクチ

ン接種を実施し、生菌剤の増量給与を開始した。

発熱及び下痢症状を呈する個体は病畜群に編

入して隔離するとともに、抗菌剤を用いた早期

治療を行うこととした。消毒は農場により実施

し、飼槽、通路、牛舎周囲への石灰散布、牛舎

入口に踏込消毒槽と専用長靴を設置するよう

指導した。 

（４）清浄化対策 

清浄化ステージ分類を用いて清浄化対策を

実施した。対策期間中の環境及び抽出牛のモニ

タリング検査結果を表に示した（表 2）。 

表 2 モニタリング検査結果 

  月 ２月 ４月  月  月  月  月   月   月 １月
子牛舎      

 
 

   

 

    

 
育成舎     

 
   

 乳舎      
搾乳舎             
 ーラー             

環境検査結果

  月 ２月 ４月  月  月  月  月   月   月 １月
子牛         

  
     

 
育成   

       
    乳     

搾乳                

牛検査結果

陽性 陰性    検査実施なし

 発生継続期  環境汚染期  清浄化準備期

全頭検査実施
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初発時の検査では、育成舎を除くすべての牛

舎で環境及び牛から菌が検出された。その後も

牛の抽出検査では陽性が続いていたが、2 月に

牛での排菌がある程度治まったと考えられた

ため、2 度目の環境検査を行った。その後、環

境検査では搾乳牛舎及び ーラーから菌の検

出が続いていたが、7 月の検査で ーラーのみ

陽性となり、抽出牛検査では 2月以降の検査で

陰性が続いていたことから、新たな排菌は起き

ていないものと想定し、8 月に全頭検査を行っ

た。その際、搾乳牛で 3頭陽性、環境では搾乳

牛舎及び子牛舎で陽性が認められた。 

翌月に陽性牛 3頭の陰転を確認後、11月に行

った全頭検査では、搾乳牛は全頭陰性だったが、

子牛舎で 5頭の陽性が確認され、環境でも子牛

舎のみ陽性となった。翌月に子牛及び子牛舎環

境の陰性を確認し、1月に行った全頭検査では、

牛及び環境ともに陰性となり、清浄化を達成し

た。 

 

大規模農場における試算 

管内には、大規模農場やフリーバーンの農場

が多く存在する。これらの農場でサルモネラ症

が発生した場合に、環境検査主体の対策を行う

ことで、家保側の検査負担が軽減されると考え

られた。例として、飼養頭数 2,000頭規模（搾

乳牛 1,800頭、育成牛及び子牛 200頭）の農場

でサルモネラ症が発生した場合を想定し、今回

構築した環境検査中心の対策と、従来実施して

いた全頭検査中心の対策を比較した（表 3）。 

発生時検査では、2,000 頭規模の全頭検査に

代わって、環境検査 90検体、抽出牛 30頭程度

の検査を行うものと試算した。このうち環境検

査 90検体は、牛舎数が 15棟程度であると仮定

し、各牛舎の飼槽及び牛床、 ーラー、堆肥舎

及び飼料倉庫等、農場全体でくまなく採材を行

うことを想定した。また、対策開始後のモニタ

リング検査については、環境検査 50 検体及び

抽出牛 10 頭の検査を行うこととすると、従来

の全頭検査と比較して大幅に労力を軽減する

ことが可能であると考えられた。 

 

まとめ及び考察 

今回、サルモネラ清浄化対策を 3つの段階に

分類した。1 段階目の発生継続期は、牛及び環

境ともにサルモネラが検出される段階、2 段階

目の環境汚染期は、牛で陰性を確認し、環境で

陽性の段階、3 段階目の清浄化準備期は、牛及

び環境検査いずれにおいても菌が検出されな

い段階とした。このステージ分けによって、農

場側では、各段階での短期的な目標を設定し、

段階的に対策を実施していくことで、達成感が

表 3 従来及び新規対策の比較 
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得られ、対策意欲の維持につながった。同時に、

家保や関係団体においても、各農場の対策段階

が分かりやすくなり、情報共有が容易で、複数

農場での対策を並行しても、混乱を生じずに対

応可能であった。 

各段階で生じた対策上の問題点として、1 段

階目の発生継続期では、家保への病性鑑定依頼

が遅れ、農場内の汚染が広がってしまった場合

には、牛の発症が相次ぎ対策期間が延長した。

この対策として、地域の獣医師にサルモネラ症

の症状について家畜衛生情報を発信し、家保へ

の病性鑑定依頼を早期に行うよう理解醸成を

図った。また、飼養牛全頭へのワクチン接種及

び生菌剤の増量投与は、牛の新規発症防止に有

効であった。 

2 段階目の環境汚染期では、牛舎構造や人手

不足の問題により、牛舎の洗浄及び消毒が難し

いと感じる農場が多かった。対策としては、ど

のような方法で実施が可能か現場を見ながら

打合せを行うことや、関係団体と協力して農場

全体の洗浄及び消毒を実施することが挙げら

れた。また、一度農場全体の洗浄及び消毒を実

施した後は、農場側の可能な範囲で、特に飼槽

及び水槽の洗浄及び消毒を継続することが効

果的であると考えられた。特に対策の重要性に

ついて丁寧に説明し、農場側の理解を得ること

が重要であり、食品添加物として使用可能な消

毒薬の使用は、搾乳牛での対策に有用であった。

さらに、環境モニタリング検査を実施するため、

月 1回程度農場に立ち入る機会を設けることで、

農場側と頻回の打合せを実施することができ、

関係構築につながった。その際に、環境の改善

状況について、前回の結果と比較しながら図示

して説明することで、農場側の対策意欲維持に

つながったと考えられた（図 5）。 

 

図 5 D農場 環境検査回答例 

 

A 農場の検査結果では、搾乳舎及び ーラー

での環境検査で陽性が確認されたあと、全頭検

査で搾乳牛の陽性が認められ、子牛舎での環境

検査で陽性が確認されたあと、子牛で陽性が確

認された。このことから、環境検査により、排

菌牛の存在を速やかに確認できることが判明

した。月に１回程度の定期的な環境検査を行う

ことで、排菌牛を速やかに摘発することができ、

早期摘発により発症牛による環境の汚染が限

⑰バルク

⑰バルク

10/16結果

12/14結果

陽性

陰性

⑰バルク

⑰バルク

10/16結果

12/14結果

陽性

陰性

陽性箇所の 

減少が明らか 
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局的になることから、再発の被害を最小限に抑

えることが可能であった。 

また、大規模農場における試算では、全頭検

査と比較して大幅に労力を軽減することが可

能であることが示された。特に対策中の検査は、

農場の陰性を確認するまで複数回繰り返す可

能性が高いことを考慮すると、環境検査主体の

対策は、全頭検査と比較して、頻回実施が容易

である上に労力の軽減が見込まれ、環境検査主

体の検査体制は、特に全頭検査の実施が難しい

ような大規模農場で有用であると考えられた。

また、農場にとっても、全頭検査の場合に牛の

保定などにかかる労力と比較して、環境検査中

心の対策では労力が軽減できると考えられた。 

 

今後の方針 

今回構築した清浄化対策は、STのような下痢

を主徴とするサルモネラ症には有効と考えら

れたが、近年は管内でも SD のような敗血症を

主徴とするサルモネラ症が増加傾向にある。こ

のようなサルモネラは糞便中に排出される菌

量が少なく、糞便検体や環境から検出されにく

いことから、現行の検査体制では農場の状況を

把握することが難しい 4）。大規模農場で発生し

た場合の清浄化対策の方法や、より検出感度の

高い検査法について、引き続き検討していく必

要があると考える。 

 今後も下痢を主徴とするサルモネラ症の新

規発生時には、本対策の有効性を確認しながら

取組を継続し、発生農場の清浄化を目指してい

きたい。また、全国的にサルモネラ症の発生が

起きやすい状況にあることを農場及び関係者

に周知啓発し、発生予防に努めるとともに、疑

わしい症状が認められた場合の速やかな病性

鑑定及び対策実施に繋げていきたい。 
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